
【凡例】法：農業委員会等に関する法律

（法第５９条に規定する業務） １　号 【４７名】　都道府県農業会議

○　農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁 ２　号 【　１名】　全国農業協同組合中央会 役員数

　に建議し、諮問に応じて答申すること。 【　５名】　全国の区域を地区とする農業協同組合連合会 １６人

○　農業及び農民に関する情報提供を行うこと。 ３　号 【１５名】　農業の改良発達を目的とする団体 職員数

○　農業及び農民に関する調査及び研究を行うこと。　 ４　号 【　９名】　学識経験者 ４８(61)人

○　都道府県農業会議の業務に対する指導・連絡 計 【７７名】

（法第４０条第１項に規定する業務） ［会 議 員］ (常任会議員) 総　　　　　会　年　２回 　会　　長　 佐宗　靖? （５号会議員）
○　農地法に基づく農地転用の許可に係る県知事 常任会議員会議　年１３回 　（全国和牛登録協会愛知県支部支部長）

　への答申等 １　号 【６１名】 農業委員会会長 　副 会 長　 平野　重良 （４号会議員）
（法第４０条第２項に規定する業務） ２　号 【　１名】 農業協同組合中央会会長 　（愛知県農業協同組合中央会副会長）

○　農業及び農民に関し、意見を公表し、行政庁 ３　号 【　１名】 農業共済組合連合会常務理事 　副 会 長　 江戸　　滿　（６号会議員）
　に建議し、諮問に応じて答申すること。 ４　号 【　５名】 信用農業協同組合連合会始め５団体 　（愛知県町村会会長・扶桑町長）

○　農業及び農民に関する情報提供、調査及び ５　号 【１０名】 土地改良事業団体連合会始め１０団体 　監査委員 坂部　哲雄 （１号会議員）
　研究、農業委員等の講習及び研修を行うこと。 ６　号 【　８名】 学識経験者 　（蒲郡市農業委員会会長）

○　農業委員会に助言その他の協力を行うこと。 計 【８６名】 　監査委員 川上万一郎 （５号会議員）
　（社団法人愛知県畜産協会理事長）

［支部(尾張支部始め８支部６１委員会)］ ［事 務 局］常勤職員８名 ［関連事務局等］非常勤嘱託員４名

局　　　長 　１名 愛知県担い手育成総合支援協議会（平成１７年４月発足、構成員１４団体）

総　務　課 　３名 愛知県農家花嫁花婿対策連絡協議会（昭和６０年８月発足、会員２７団体）

農　政　課 　４名 愛知県稲作経営者会議（平成２年９月発足、正準会員７７名）

愛知県農業委員会事務研究会（昭和３８年７月発足、会員６１委員会等職員）

愛知県耕作放棄地対策協議会（平成２０年１２月発足、構成員５団体）

（法第６条第１項に規定する業務） ［農業委員会数］ ６１ （３５市・２４町・２村） （平成21年7月20日現在）

○　農地法に基づく農地の権利移動の許可、農業 ［総　　会］、［農地部会］、［その他の部会］ 1,304名
　経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計 ［ 委 員 ］ (９８４名)

　画の決定等  (選挙委員) (３２０名)

（法第６条第２項・第３項に規定する業務） 　農　業　者 ６～４０名(法定上限)

○　農地等の農業上の利用の確保  (選任委員) （選任委員の内訳） 女性農業委員数 ７５名

○　農地等の利用の集積、効率的な利用の促進 　総合農協理事（経営管理委員）又は組合員  １名 農業協同組合 64名 　(選挙１１名・選任６４名)

○　法人化、農業経営の合理化 　農業共済組合理事又は組合員  １名 農業共済組合 30名
○　調査及び研究、情報提供　等 　土地改良区理事又は組合員  １名 土地改良区 52名 認定農業者の農業委員数 １７２名

○　意見の公表、行政庁への建議、諮問に応ずる 　学識経験者  ４名以内 議 会 推 薦 　  177名　 　　（選挙136名・選任36名）
　答申 　(重複推薦有り 延べ323名）
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農業委員会系統組織の概要（平成２１年８月２９日現在）
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